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香川県条例第４号 

香川県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例 

香川県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金条例（平成29年香川県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（一般納付金所得係数等） （一般納付金所得係数等） 

第７条 略 第７条 次の表の左欄に掲げる係数は、知事が定める基準に従い、それぞれ

同表の右欄に定める数を基準として知事が定める数とする。 

 略   略  

 介護納付金納付金所得

係数 

略   介護納付金納付金所得

係数 

略  

 子ども・子育て支援納

付金納付金所得係数 

算定政令第11条の２第３項第１号に掲げる

額を同項第２号に掲げる額で除して得た数 

     

  

（一般納付金所得等割合等） （一般納付金所得等割合等） 

第８条 略 第８条 次の表の左欄に掲げる割合は、各市町につき、それぞれ同表の右欄

に掲げる規定に掲げる数とする。 

 略   略  

 介護納付金賦課被保険者数等割合 略   介護納付金賦課被保険者数等割合 略  

 子ども・子育て支援納付金納付金所

得等割合 

算定政令第11条の２第４項第

１号 

     

 子ども・子育て支援納付金納付金被

保険者数等割合 

算定政令第11条の２第５項第

２号 

     

  

（一般納付金被保険者均等割指数等） （一般納付金被保険者均等割指数等） 

第９条 一般納付金被保険者均等割指数、後期高齢者支援金等納付金被保険

者均等割指数、介護納付金納付金被保険者均等割指数及び子ども・子育て

支援納付金納付金被保険者均等割指数は、０を超え、かつ、１未満の数で

あって、知事が定める数とする。 

第９条 一般納付金被保険者均等割指数、後期高齢者支援金等納付金被保険

者均等割指数及び介護納付金納付金被保険者均等割指数は、０を超え、か

つ、１未満の数であって、知事が定める数とする。 
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


